
やぶき　議会だより　159 号

2

や
ぶ
き 

議
会
だ
よ
り

委
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長
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委

員

委
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委

員

鈴
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隆
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藤
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精
七

角
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秀
明

柏
村　
　

栄

栗
崎
千
代
松

大
木　

義
正

議
案
第
７
号

　

本
案
は
、
平
成
25
年
３

月
31
日
を
も
っ
て
、
白
河

市
が
矢
吹
町
、
泉
崎
村
、

中
島
村
及
び
白
河
市
火
葬

場
協
議
会
を
脱
退
す
る
事

か
ら
、
矢
吹
町
火
葬
場
使

用
料
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
11
号

　

本
案
は
、
矢
吹
町
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策

本
部
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
で
す
。

議
案
第
12
号

　

本
案
は
、
地
域
の
自
立

性
及
び
自
立
性
を
高
め
る

た
め
の
改
革
の
推
進
を
図

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
条
例
制
定
で
あ
り

ま
す
。

　

介
護
保
険
の
改
正
に
伴

い
、
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従

業
員
及
び
そ
の
員
数
に
関

議
案
第
13
号

　

本
案
は
、
地
域
の
自
立

性
及
び
自
立
性
を
高
め
る

た
め
の
改
革
の
推
進
を
図

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
条
例
制
定
で
あ
り

ま
す
。

　

介
護
保
険
法
の
改
正
に

伴
い
、
指
定
地
域
密
着
型

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
従

事
す
る
従
業
者
及
び
そ
の

員
数
に
関
す
る
基
準
等
を

市
町
村
の
条
例
で
定
め
る

こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

で
す
。

議
案
第
４
号

　

本
案
は
、
地
域
の
自
立

性
及
び
自
立
性
を
高
め
る

た
め
の
改
革
の
推
進
を
図

議
案
第
19
号

議
案
第
５
号

　

本
案
は
、
国
税
に
お
け

る
す
べ
て
の
処
分
に
つ
い

て
理
由
を
付
記
す
る
事
に

な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
町

税
条
例
も
同
様
に
、
地
方

税
に
基
づ
く
不
利
益
処
分

や
許
認
可
を
拒
否
す
る
処

分
に
つ
い
て
、
矢
吹
町
行

政
手
続
条
例
に
基
づ
き
理

由
を
示
す
た
め
、
当
該
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
も

の
で
す
。
併
せ
て
、
平
成

25
年
度
よ
り
全
期
前
納
報

奨
金
の
制
度
を
廃
止
す
る

た
め
、
当
該
条
例
の
一
部

を
削
除
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
20
号

　

本
案
は
、
矢
吹
町
集
会

施
設
の
指
定
管
理
者
の
指

定
に
つ
い
て
の
一
部
変
更

で
、
新
町
集
会
所
の
平
成

25
年
４
月
１
日
供
用
開
始

に
向
け
、
従
来
ど
お
り
第

三
区
行
政
区
を
指
定
管
理

者
と
し
て
指
定
す
る
た
め

の
改
正
で
あ
り
ま
す
。

陳
情
第
３
号

　

本
件
は
、
今
般
閣
議
決

定
さ
れ
た
地
方
財
政
計
画

上
の
人
件
費
削
減
を
通
じ

た
地
方
交
付
税
の
削
減
の

見
直
し
を
要
望
す
る
こ
と

に
つ
い
て
の
意
見
書
の
提

出
を
求
め
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

委
員
長

副
委
員
長

委

員

委

員

委

員

諸
根　

重
男

安
井　

敬
博

熊
田　
　

宏

青
山　

英
樹

加
藤　

宏
樹

議
案
第
14
号

　

本
案
は
、
福
島
県
暴
力

団
排
除
条
例
が
及
ば
な
い

町
の
事
業
等
に
関
す
る
暴

力
団
の
排
除
規
定
に
つ
い

常
任
委
員
会
・
予
算
委
員
会

議
案
第
６
号

　

本
案
は
、
東
日
本
大
震

災
に
対
処
す
る
た
め
の
特

例
の
財
政
援
助
及
び
助
成

に
関
す
る
厚
生
労
働
省
関

係
規
定
の
施
行
等
に
関
す

る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴

う
条
例
改
正
で
あ
り
ま

す
。

可
　
　
決

挙
手
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可
決

可
　
　
決

可
　
　
決

可
　
　
決

可
　
　
決

可
　
　
決

可
　
　
決

可
　
　
決

採
　
　
択

　

本
案
は
、
新
た
な
復
興

事
業
を
追
加
す
る
も
の

で
、
社
会
情
勢
の
変
化
と

国
・
県
の
制
度
に
対
応
す

る
た
め
の
改
定
で
あ
り
ま

す
。

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
条
例
改
正
で
、
町

が
国
等
に
対
す
る
寄
附
等

の
制
限
が
無
く
な
っ
た
こ

と
か
ら
、
国
等
を
対
象
に

加
え
る
た
め
の
所
要
の
改

正
で
す
。

す
る
基
準
等
を
市
町
村
の

条
例
で
定
め
る
こ
と
に

な
っ
た
た
め
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
で
す
。

審査中の文教厚生常任委員会

審査中の総務常任委員会

議
案
名
は
15
㌻
の
議
案

賛
否
一
覧
を
ご
参
照
く

だ
さ
い
。
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議
案
第
21
号

　

本
案
は
、
東
日
本
大
震

災
に
よ
り
被
災
し
た
福
祉

会
館
の
指
定
管
理
者
に
つ

い
て
、
平
成
25
年
４
月
１

日
よ
り
矢
吹
町
公
の
施
設

に
係
る
指
定
管
理
者
の
手

続
等
に
関
す
る
条
例
第
２

条
た
だ
し
書
き
の
規
定
に

基
づ
き
、
非
公
募
と
し
手

続
き
を
進
め
て
き
た
「
公

益
社
団
法
人
矢
吹
町
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
」
を

指
定
管
理
者
と
し
て
指
定

す
る
も
の
で
す
。

て
条
例
の
制
定
を
行
い
、

暴
力
団
排
除
に
関
し
基
本

理
念
を
定
め
、
町
及
び
町

民
等
の
責
務
を
明
ら
か
に

す
る
事
で
、
町
民
の
安
全

で
平
穏
な
生
活
を
確
保
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

す
る
事
に
伴
い
、
規
約
の

一
部
を
改
正
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

陳
情
第
１
号

　

本
件
は
、
同
地
内
に
お

い
て
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
所

の
建
設
が
計
画
さ
れ
た
事

に
対
し
、
下
流
域
に
お
け

る
建
設
反
対
陳
情
の
署
名

者
が
228
名
を
数
え
、
当
委

員
会
と
し
て
も
そ
の
趣
旨

は
理
解
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
今
回
計
画
さ
れ
て
い

た
白
河
市
大
信
下
新
城
地

区
に
お
け
る
事
業
計
画
に

関
連
し
た
利
害
関
係
者
の

同
意
（
水
路
使
用
の
た
め

の
同
意
書
交
付
願
）
に
つ

い
て
、
平
成
25
年
１
月
22

日
付
け
で
、
矢
吹
西
部
土

地
改
良
区
に
取
り
下
げ
書

の
提
出
が
あ
り
、
建
設
計

画
そ
の
も
の
が
白
紙
撤
回

さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

議
案
第
９
号

　

本
案
は
、
都
市
公
園
法

の
改
正
に
伴
い
、
配
置
及

び
規
模
に
関
す
る
技
術
的

基
準
等
を
条
例
で
規
定
す

る
た
め
の
所
要
の
改
正
で

あ
り
ま
す
。

議
案
第
８
号

　

本
案
は
、
公
営
住
宅
法

の
改
正
に
伴
い
、
公
営
住

宅
等
の
整
備
に
関
す
る
基

準
等
を
条
例
で
規
定
す
る

た
め
の
所
要
の
改
正
で
あ

り
ま
す
。

議
案
第
16
号

　

本
案
は
、
道
路
法
の
改

正
に
伴
い
、
管
理
す
る
道

路
に
係
る
道
路
標
識
の
寸

法
及
び
文
字
の
大
き
さ
に

つ
い
て
市
町
村
の
条
例
で

定
め
る
こ
と
に
な
っ
た
た

め
、
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
で
す
。

で
規
定
す
る
た
め
の
所
要

の
改
正
で
あ
り
ま
す
。

議
案
第
15
号

　

本
案
は
、
道
路
法
の
改

正
に
伴
い
、
市
町
村
道
の

構
造
基
準
を
市
町
村
の
条

例
で
定
め
る
こ
と
に
な
っ

た
た
め
、
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
で
す
。

と
に
な
っ
た
た
め
、
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
で

す
。

項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

委
員
長

副
委
員
長

委

員

委

員

鈴
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夫

薄
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好
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竹
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孝
夫

佐
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幸
市

議
案
第
22
号

　

本
案
は
、
平
成
25
年
３

月
31
日
を
も
っ
て
、
本
協

議
会
よ
り
白
河
市
が
脱
退

常
任
委
員
会
・
予
算
委
員
会

陳
情
第
２
号

　

本
件
は
、
国
県
の
関
係

機
関
に
、
福
島
県
の
最
低

賃
金
を
政
労
使
の
代
表
か

ら
な
る「
雇
用
戦
略
対
話
」

の
合
意
内
容
に
沿
っ
た
引

き
上
げ
と
、
そ
の
早
期
発

効
に
つ
い
て
意
見
書
の
提

出
を
求
め
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

可
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可
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可
　
　
決

可
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可
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決
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議
案
第
10
号

　

本
案
は
、
下
水
道
法
の

改
正
に
伴
い
、
公
共
水
道

の
技
術
上
の
基
準
を
条
例

議
案
第
17
号

　

本
案
は
、
河
川
法
の
改

正
に
伴
い
、
基
準
河
川
に

お
け
る
河
川
管
理
施
設
等

の
構
造
基
準
に
つ
い
て
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
こ

議
案
第
18
号

　

本
案
は
、
高
齢
者
、
障

害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑

化
の
促
進
に
関
す
る
法
律

の
改
正
に
伴
い
、
特
定
公

園
施
設
の
設
置
に
関
す
る

基
準
に
つ
い
て
市
町
村
の

条
例
で
定
め
る
こ
と
に

な
っ
た
た
め
、
必
要
な
事

審査中の産業建設常任委員会


